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［不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律］ 
 
 Ｘは甲国のタイヤメーカーであり、日本ではその日本支店（甲国法人の日本支店である）を通じ

て活動を行っている。 
 Ｘのタイヤは、日本においてブランドイメージが高く、Ｘのタイヤを指名して購入するユーザー

が多い。 
 Ｘは、乙国向けのタイヤも製造しており、販売業者Ａを介して、乙国でタイヤを販売している。 
 Ｘは、Ａが、乙国向けのＸのタイヤを日本の並行輸入業者Ｙに対して売り、Ｙが乙国向けＸタイ

ヤを日本で販売していることを知った。 
 乙国向けＸタイヤは、日本向けＸタイヤと比べ、素材に違いがあり、Ｘからみて、日本で売るも

のとして満足のいく品質を備えているとは言えない。ただし、乙国向けＸタイヤは、日本の安全基

準は辛うじて満たしている。 
 Ｘは、日本での営業開始時の経緯により、Ｘタイヤに係る表示について日本での商標登録を得て

いない。 
 
(1) Ｘは、Ｙが在庫し販売する乙国向けＸタイヤについて、日本の不正競争防止法上の差止請

求をすることができるか。 
 
 
(2) Ｘが、Ａに対し、乙国向けＸタイヤを日本の並行輸入業者に売らないよう要請したため、

Ｙは乙国向けＸタイヤをこれ以上は輸入できなくなった。Ｘの行為は、日本の独占禁止法に

違反するか。 
 

【１００点】 
 
 


